
 

介護保険給付額減額期間中の負担割合について 

 

 「介護保険給付額減額等通知書」に記載されている「保険給付額の減額等

を行う期間」（減額期間）中は、サービスを利用した場合の負担割合が引上

げられます。このため、減額期間中は「負担割合証」に記載されている負担

割合ではなく、下表の負担割合が適用されます。 

（お持ちの「負担割合証」をご用意ください。） 

 

 

負担割合証の記載 

減額期間中の負担割合 

（引上げ後の負担割合） 

負担割合証の「利用者負担の割合」が 

「１割」もしくは「２割」の方 
３割 

【H３０．８～新設】 

負担割合証の「利用者負担の割合」が 

「３割」の方 

４割 

 


